
　

左
の
表
の
と
お
り
、
3
月
15
日

㈮
ま
で
受
付
し
ま
す
。
受
付
期
間

中
は
、
各
会
場
以
外
で
の
申
告
受

付
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
︒

■
こ
の
申
告
ま
た
は
確
定
申
告
を

3
月
15
日
㈮
ま
で
に
終
え
な
い
と

き
は
、
5
～
6
月
発
送
の
市
・
道

民
税
の
通
知
に
反
映
さ
れ
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

お
問
合
せ　
税
務
室
市
民
税
担
当

　
　
　
　
　

☎
21
・
3
２
１
１　

※　

東
部
4
支
所
管
内
の
方
は
、

　

各
支
所
の
市
民
福
祉
課
へ
。

申
告
時
に
必
要
な
も
の

⑴
印
鑑

⑵
源
泉
徴
収
票
、
事
業
・
不
動
産

　

収
入
の
あ
る
方
は
収
支
計
算
書

⑶
国
民
健
康
保
険
料
、
後
期
高
齢

　

者
医
療
保
険
料
、
介
護
保
険
料

　

の
支
払
額
の
わ
か
る
も
の
・
領

　

収
書
（
納
付
書
は
29
年
度
と
30

　

年
度
の
両
方
が
必
要
）

⑷
国
民
年
金
保
険
料
控
除
証
明
書

　

ま
た
は
領
収
書

⑸
生
命
保
険
料
、
個
人
年
金
保
険

　

料
、
地
震
保
険
料
、
18
年
末
ま

　

で
に
締
結
し
た
長
期
損
害
保
険

　

料
の
控
除
証
明
書

⑹
障
害
者
手
帳
ま
た
は
市
が
発
行

　
す
る
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書

⑺
医
療
費
控
除
を
受
け
る
方
は
、

　

医
療
費
の
領
収
書
と
次
の
４
点

　

を
記
載
し
た
明
細
書

　

①
受
診
者
②
病
院
・
ド
ラ
ッ
グ

ス
ト
ア
等
③
医
療
費
の
区
分

（
内
容
）
ま
た
は
購
入
し
た
医

薬
品
の
名
称
④
支
払
っ
た
金
額

お
よ
び
補
て
ん
さ
れ
た
金
額

※　

医
療
保
険
者
か
ら
交
付
を
受

　

け
た
医
療
費
通
知
を
添
付
す
る

　

と
明
細
の
記
入
を
省
略
で
き
ま

　

す
。

※　

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン

　

税
制
の
適
用
を
申
告
さ
れ
る
方

　

は
、
健
康
の
保
持
増
進
お
よ
び

　

疾
病
の
予
防
へ
の
一
定
の
取
組

　

を
行
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す

　

る
書
類
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

⑻
本
人
確
認
書
類

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
に
あ
た

　

り
、
次
の
①
～
③
の
う
ち
い
ず

　

れ
か
の
方
法
で
申
告
者
の
本
人

　

確
認
を
し
ま
す
。

　

①
個
人
番
号
カ
ー
ド

　

②
通
知
カ
ー
ド
と
運
転
免
許
証
、

　

公
的
医
療
保
険
の
被
保
険
者
証
、

　

年
金
手
帳
等
の
い
ず
れ
か
一
つ

　

③
個
人
番
号
が
記
載
さ
れ
た
住

　

民
票
の
写
し
と
運
転
免
許
証
、

　

公
的
医
療
保
険
の
被
保
険
者
証
、

　

年
金
手
帳
等
の
い
ず
れ
か
一
つ

申
告
書
は
自
分
で
作
成
し
て
︑

早
め
の
提
出
を

　

30
年
分
の
所
得
税
お
よ
び
復
興

特
別
所
得
税
、
贈
与
税
の
確
定
申

告
書
の
提
出
期
限
は
3
月
15
日
㈮
、

消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
（
個

人
事
業
者
）
の
提
出
期
限
は
4
月

1
日
㈪
で
す
。

　

期
限
間
近
に
な
り
ま
す
と
、
税

務
署
は
大
変
混
雑
し
ま
す
の
で
、

「
前
年
の
申
告
書
控
え
」
や
「
確

定
申
告
の
手
引
き
」
を
参
考
に
確

定
申
告
書
を
作
成
し
、
お
早
め
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
申
告
書
の
作
成
に
は
、

国
税
庁
の
Ｈ
Ｐ
「
確
定
申
告
書
等

作
成
コ
ー
ナ
ー
」
を
ぜ
ひ
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
税
務
署
の
確
定
申
告
会

場
に
お
越
し
の
際
は
、
駐
車
場
が

大
変
混
雑
し
ま
す
の
で
、
公
共
交

通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

土
曜
・
日
曜
・
祝
日
は
、
税
務

署
で
の
確
定
申
告
の
受
付
は
行
っ

て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

お
問
合
せ　
函
館
税
務
署
（
中
島

　
町
37
番
１
号
）
☎
31
・
3
１
7
１

　

市
・
道
民
税
、
固
定
資
産
税
、

軽
自
動
車
税
の
納
期
が
過
ぎ
ま
し

た
が
、
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん

か
。
納
税
通
知
書
を
も
う
一
度
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

納
税
相
談　
税
務
室
納
税
担
当

　
　
　
　
　

☎
21
・
3
２
４
6

　

納
税
通
知
書
、
預
金
通
帳
、
届

出
印
を
お
持
ち
の
う
え
、
口
座
を

お
持
ち
の
金
融
機
関
ま
た
は
市
役

所
・
各
支
所
の
窓
口
へ
お
申
込
み

く
だ
さ
い
。

　

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
・
郵
便
局
の「
自

動
払
込
」に
つ
い
て
は
、ゆ
う
ち
ょ

銀
行
・
郵
便
局
に
備
え
付
け
の
用

紙
が
あ
り
ま
す
の
で
、
直
接
お
申

込
み
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
だ

け
で
口
座
振
替
の
申
込
み
が
で
き

る
ペ
イ
ジ
ー
口
座
振
替
受
付
サ
ー

ビ
ス
を
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

ご
利
用
可
能
な
窓
口
や
金
融
機
関

等
の
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
市

の
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

お
問
合
せ　
税
務
室
納
税
担
当

　
　
　
　
　

☎
21
・
3
２
3
４

市
税
の
納
め
忘
れ
は

あ
り
ま
せ
ん
か
？

納
税
に
は
便
利
な

口
座
振
替
・
自
動
払
込

を
ご
利
用
く
だ
さ
い

個
人
市
・
道
民
税
の
申
告
受
付

函
館
税
務
署
か
ら
の

お
知
ら
せ

地
域 月日 申告会場

対象町名
₉時₃₀分～正午 ₁₃時～₁₅時₃₀分

本
庁
・
湯
川
支
所
・
亀
田
支
所
・
銭
亀
沢
支
所
管
内

3╱1㈮
函館アリーナ
⎝多目的会議室⎠

鱒川、紅葉山、庵原、
亀尾、日吉1、日吉2、
上野

米原、東畑、鉄山、　
蛾眉野、鈴蘭丘、銅山、
日吉3、日吉4

3╱4㈪ 西旭岡1、西旭岡2、
西旭岡3、旭岡、滝沢 深堀、駒場、広野

3╱5㈫
渡島総合振興局
⎝3階講堂⎠

本通1、本通2 本通3、本通4、桔梗

3╱6㈬ 美原5、陣川 桔梗1、桔梗2、桔梗3、
桔梗4

3╱7㈭ 渡島総合振興局
⎝4階会議室⎠

桔梗5、鍛治1、鍛治2 中道1、中道2

3╱8㈮ 昭和1、昭和2、昭和3 昭和4、赤川1

3╱11㈪
市役所本庁舎
⎝8階大会議室⎠

八幡、堀川、宇賀浦、
高盛、日乃出

的場、時任、杉並、本、
梁川

3╱12㈫ 五稜郭、柳、松陰、
人見、金堀、乃木

柏木、川原、昭和、　
亀田港

3╱13㈬
市役所本庁舎
⎝8階大会議室⎠

本庁、湯川支所、亀田支所、
銭亀沢支所管内全域3╱14㈭

3╱15㈮

個人市・道民税申告会場一覧（ ₃ 月分）

※　亀田支所管内の会場について、亀田福祉センターの閉館に伴い、渡島
総合振興局（美原4丁目6番16号）へ変更となりましたのでご注意ください。
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https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2017122200049/
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2017122200049/
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014081900010/

